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主
な
任
務
及
び
所
掌
事
務

財
務
省
は
、
財
政
、
税
制
、
国
庫
、

通
貨
、
外
国
為
替
な
ど
国
民
の
経
済
生

活
に
直
結
し
た
施
策
を
所
掌
す
る
省
庁

で
す
。
財
務
省
に
は
、
こ
れ
ら
の
施
策

を
一
体
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
納
税

者
と
し
て
の
国
民
の
視
点
に
立
っ
て
、

国
の
財
務
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
管

理
運
営
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
任
務
を
通
じ
て
健
全

で
活
力
あ
る
経
済
及
び
安
心
で
豊
か
な

社
会
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
世
界
経

済
の
安
定
的
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と

が
、
財
務
省
の
使
命
で
す
。

与
え
ら
れ
た
任
務
を
遂
行
す
る
た

め
、
財
務
省
本
省
に
は
、
内
部
部
局
と

し
て
大
臣
官
房
、
主
計
局
、
主
税
局
、

関
税
局
、
理
財
局
、
国
際
局
が
、
特
別

の
機
関
と
し
て
造
幣
局
、
印
刷
局
が
置

か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
外
局
と
し

て
国
税
庁
、
地
方
支
分
部
局
と
し
て
財

務
局
、
税
関
、
国
税
局
が
置
か
れ
て
い

ま
す
。

大
臣
官
房
は
、
省
内
の
総
合
的
な
調

整
を
行
う
ほ
か
、
金
融
危
機
管
理
、
政

策
金
融
な
ど
を
所
掌
し
て
い
ま
す
。
主

計
局
は
財
政
政
策
、
予
算
・
決
算
の
作

成
な
ど
を
所
掌
し
、
主
税
局
は
租
税
政

策
な
ど
を
所
掌
し
て
い
ま
す
。
関
税
局

は
関
税
政
策
、
税
関
行
政
な
ど
を
所
掌

し
、
理
財
局
は
国
庫
、
国
債
、
通
貨
、

財
政
投
融
資
、
国
有
財
産
政
策
な
ど
を

所
掌
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
国
際
局
は

国
際
通
貨
・
為
替
、
開
発
政
策
な
ど
を

所
掌
し
、
特
別
の
機
関
で
あ
る
造
幣
局

は
貨
幣
の
製
造
な
ど
を
、
印
刷
局
は
日

本
銀
行
券
等
の
製
造
な
ど
を
所
掌
し
て

い
ま
す
。
外
局
で
あ
る
国
税
庁
は
、
内

国
税
の
賦
課
徴
収
な
ど
を
所
掌
し
て
い

ま
す
。

財
務
省
が
取
り
組
む
課
題

財
務
省
は
、
二
十
一
世
紀
を
迎
え
て

大
き
く
変
化
す
る
内
外
の
社
会
経
済
情

勢
の
中
で
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り

つ
つ
、
以
下
の
よ
う
な
諸
課
題
に
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

（1）
適
切
な
財
政
経
済
運
営
を
通
じ
た
我

が
国
経
済
の
安
定
的
発
展
へ
の
貢
献

と
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続
可
能
な
財

政
構
造
の
構
築

財
務
省
は
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化

に
対
応
し
て
、
重
点
的
か
つ
効
率
的
に

予
算
や
財
政
投
融
資
の
編
成
を
行
っ
た

り
、「
公
平
」「
中
立
」「
簡
素
」
と
い

う
租
税
原
則
に
沿
っ
た
税
制
改
正
を
立

案
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、

適
切
な
財
政
経
済
の
運
営
を
行
う
と
と

も
に
、
金
融
庁
と
協
力
し
て
、
金
融
シ

ス
テ
ム
の
安
定
の
確
保
を
目
指
し
て
い

き
ま
す
。

国
・
地
方
合
わ
せ
た
長
期
債
務
残
高

が
六
百
兆
円
を
超
え
る
な
ど
極
め
て
厳

し
い
財
政
の
現
状
を
踏
ま
え
、
景
気
回

復
が
一
層
確
か
な
も
の
と
な
っ
た
段
階

で
、
二
十
一
世
紀
の
経
済
・
社
会
の
姿

を
展
望
し
、
速
や
か
に
検
討
を
行
っ
て

財
政
構
造
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
様
々
な
課
題
に
十

分
対
応
で
き
、
将
来
に
わ
た
っ
て
持
続

可
能
な
財
政
構
造
を
構
築
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
中
長
期
的
な
税
制
の
在
り
方

に
つ
い
て
は
、
少
子
・
高
齢
化
や
国
際

化
な
ど
の
経
済
社
会
の
構
造
変
化
や
財

政
状
況
を
踏
ま
え
検
討
を
行
い
、
望
ま

し
い
税
制
を
構
築
し
て
い
き
ま
す
。
財

政
投
融
資
に
つ
い
て
も
、
そ
の
改
革
の

趣
旨
を
踏
ま
え
た
適
切
な
資
金
供
給
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。

（2）
国
際
通
貨
シ
ス
テ
ム
の
安
定
、
国
際

貿
易
の
秩
序
あ
る
発
展
と
国
際
協
力

の
推
進

財
務
省
は
、
為
替
市
場
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
な
ど
を
通
じ
て
為
替
相
場
の
安
定
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に
努
め
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
（
国
際

通
貨
基
金
）
や
Ｇ
７
な
ど
の
国
際
的
な

取
組
へ
の
参
画
、ア
ジ
ア
の
地
域
協
力
、

円
の
国
際
化
の
推
進
な
ど
を
通
じ
て
国

際
通
貨
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
努
め
て
い

き
ま
す
。

ま
た
、
内
外
経
済
事
情
を
総
合
的
に

勘
案
し
、
適
切
な
関
税
率
の
設
定
、
関

税
制
度
の
改
善
を
行
い
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世

界
貿
易
機
関
）
な
ど
の
国
際
交
渉
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
税
関
手
続
に
つ
い

て
は
、
社
会
悪
物
品
の
密
輸
阻
止
に

努
め
つ
つ
、
国
際
的
調
和
や
利
用
者

の
利
便
性
の
向
上
を
図
り
、
国
際
貿
易

の
秩
序
あ
る
発
展
に
努
め
て
い
き
ま

す
。さ

ら
に
、
多
国
間
・
二
国
間
の
協
力

を
通
じ
て
開
発
途
上
国
な
ど
に
支
援
を

行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の

国
々
に
お
け
る
経
済
・
社
会
の
安
定
的

な
発
展
促
進
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

（3）
国
の
資
産
・
負
債
及
び
国
庫
の
適
切

な
管
理
と
通
貨
に
対
す
る
信
頼
の
維

持財
務
省
は
、
国
が
持
っ
て
い
る
土
地

な
ど
の
財
産
を
適
切
に
管
理
し
、
国
民

の
た
め
に
有
効
に
使
い
、
不
要
と
な
っ

た
も
の
に
つ
い
て
は
売
却
し
ま
す
。
国

債
の
確
実
か
つ
円
滑
な
消
化
に
努
め
る

と
と
も
に
、
国
の
資
金
繰
り
を
適
切
に

管
理
し
ま
す
。
ま
た
、
通
貨
の
円
滑
な

供
給
の
た
め
、
貨
幣
の
発
行
、
日
本
銀

行
券
の
製
造
を
適
切
に
行
っ
て
い
き

ま
す
。

（4）
国
税
や
関
税
な
ど
の
適
正
な
申
告
・

納
税
の
確
保

財
務
省
は
、
国
税
の
申
告
・
納
税
に

関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な

広
報
活
動
を
行
い
、
国
民
か
ら
の
相
談

に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も

に
、
申
告
・
納
税
に
誤
り
が
あ
る
場
合

に
は
確
実
に
是
正
す
る
こ
と
な
ど
を
通

じ
て
、
適
正
・
公
平
な
課
税
の
実
現
を

図
っ
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
関
税
に
つ
い
て
も
、
輸
入
者

へ
の
情
報
提
供
を
充
実
す
る
と
と
も

に
、
適
正
な
申
告
・
納
税
の
確
保
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

財
務
省
の
行
政
運
営

財
務
省
は
、
中
央
省
庁
等
改
革
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
そ
の
行
政
の
運
営
に
当

た
り
、
国
民
の
視
点
に
立
ち
、「
国
民

に
開
か
れ
た
財
務
省
」
と
し
て
国
民
の

期
待
に
こ
た
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
財
務
省
と
し
て
は
、
ま

ず
、「
国
民
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
へ
の
説
明

責
任
の
徹
底
」
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

財
務
省
の
様
々
な
施
策
な
ど
の
タ
イ
ム

リ
ー
な
公
表
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
充
実

な
ど
の
広
報
活
動
を
幅
広
く
展
開
す
る

こ
と
な
ど
に
よ
り
、
国
民
や
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
対
し
て
積
極
的
に
的
確
な
情
報
を

発
信
し
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
国
の
財

政
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
財
政
事
情
を
国
民
に
分
か
り
や
す

く
説
明
し
て
い
き
ま
す
。

財
務
省
は
、
そ
の
発
足
に
当
た
り
、

新
し
い
財
務
省
の
使
命
と
政
策
の
目
標

を
政
策
評
価
の
実
施
要
領
と
と
も
に
公

表
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
政
策
評
価
制

度
は
、
財
務
省
の
考
え
方
を
広
く
国
民

に
明
ら
か
に
し
、
政
策
の
内
容
や
実
施

状
況
に
つ
い
て
、
国
民
へ
の
説
明
責
任

を
果
た
す
も
の
で
す
。
現
在
、「
財
務

省
の
政
策
評
価
の
在
り
方
に
関
す
る
懇

談
会
」
に
お
け
る
有
識
者
の
方
か
ら
の

意
見
も
採
り
入
れ
な
が
ら
、
平
成
十
三

年
度
実
施
計
画
を
三
月
末
に
公
表
す
べ

く
準
備
作
業
を
進
め
て
お
り
、
今
後
と

も
政
策
評
価
制
度
の
着
実
な
実
施
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
財
務
省
は
、「
電
子
政
府
実

現
に
向
け
た
行
政
の
情
報
化
の
推
進
」

に
努
め
て
い
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

国
民
に
提
供
す
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質

的
向
上
と
業
務
の
効
率
化
を
図
る
た

め
、
国
税
や
税
関
等
の
手
続
の
電
子
化

を
進
め
る
な
ど
、
財
務
省
に
お
け
る
情

報
化
を
総
合
的
・
計
画
的
に
推
進
し
て

い
き
ま
す
。

財
務
省
は
、
こ
れ
ら
の
取
組
を
進
め

つ
つ
、
高
い
能
力
を
有
す
る
人
材
の
育

成
・
確
保
に
努
め
、
関
係
機
関
と
の
調

整
を
十
分
に
行
い
、
高
度
な
専
門
性
に

裏
打
ち
さ
れ
た
効
率
的
・
効
果
的
か
つ

透
明
性
の
高
い
行
政
運
営
を
実
現
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

お
わ
り
に

財
務
省
は
、
新
た
な
時
代
の
潮
流
を

見
据
え
、
全
職
員
を
挙
げ
て
決
意
新
た

に
、
山
積
す
る
諸
課
題
に
対
応
す
べ
く

全
力
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
り
、
今
回
の

中
央
省
庁
等
改
革
の
実
を
着
実
に
挙
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ

国
民
の
皆
様
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

（
財
務
省
）
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